


項目 農業委員 農地利用最適化推進員

募集人数
19人（うち、認定農業者が過半数、利害を

有しない中立委員は１名）
18名（定められた区域から各１名）

募集期間 令和６年10月11日から令和６年12月３日

募集資格

農業に関する識見を有し、農地等の利用の

最適化の推進に関する事項その他農業委員

の所掌に属する事項に関し、その職務を適

切に行うことができる者で、次のいずれに

も該当しない者。

農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見

を有し、その職務を適切に行うことができ

る者で、次のいずれにも該当しない者。

破産手続開始の決定を受けて複権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者

暴力団員による不当な行為の防止等に関わる法律に規定する暴力団員

募集方法

●所定の応募様式に必要事項を記入し、持参または郵送で応募してください。

●自薦・他薦のどちらでも応募できます。

　※他薦は、個人３人以上の推進、あるいは団体などの推薦が必要です。

主な業務

●毎月開催の定例総会に出席し、農地の貸

借・売買・農地転用許可などの審議

●年２・３回程度、定例総会の日の午前中

に実施する申請地の現場確認（当番制）

●申請案件書類の閲覧

●４役：農業委員の中から会長、職務代理者、

地域代表２名の合計４名を選出。

●定例総会への年間３・４回程度の参加

　（但し、議決権は有りません）、現況は

　この通り。

●請案件書類の閲覧

担当地域の農地利用の最適化推進業務（担い手の農地の集積など）

農地パトロールの実施（年１回）

研修会などへの参加（年１・２回程度）

※上記以外に地域の農家からの相談などがあります。

任 期
令和７年４月１日から

令和10年３月31日までの３年間

令和７年４月上旬（委嘱日）から

令和10年３月31日までの約３年間

報 酬

月額26,000円

年度末に年間72,000円を上限とした最適

化活動に関する報酬額を支給

４役については、役員加算有り

月額20,000円

年度末に年間72,000円を上限とした最適

化活動に関する報酬額を支給

身 分 洲本市の特別職の非常勤職員






